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●個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
●個人向け国債は、発行から原則1年間経過すれば、中途換金が可能です。なお中途換金する際、原則※3として「直前2回分の各利子
（税引前）相当額×0.79685」の中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。 
（※３）発行から一定期間の間に中途換金する場合には、中途換金調整額が異なることがあります。 詳細はお取引窓口までお問合わせください。
■お取引にあたっては、「個人向け国債の契約締結前交付書面」をよくお読みください。

お取引にあたっての手数料等について

第185回3年債
（固定金利型）

第175回5年債
（固定金利型）

第187回10年債
（変動金利型※1）

額面1万円単位

額面100円につき100円

2025年11月17日

2028年11月15日2030年11月15日2035年11月15日

毎年5月15日および11月15日（年2回）
（※１）10年債の利率は半年ごとに変動します（最低利率（0.05％）は下回りません）。 

利率の決定方式：利率＝基準金利×０.６６
基準金利は、利子計算期間開始日の前月（初回利子については募集期間開始日の直前）の10年固定利付国債の入札における平均落札
価格をもとに計算される複利利回りです。

（※２）税引後の利率は、20.315％の税金が差し引かれた利率であり、小数点以下第３位未満を切り捨てて表示しています。

利子は20.315%の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。
利子および中途換金した際に発生した中途換金調整額は上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
将来において、税制改正が行なわれた場合はそれに従うことになります。
お身体の不自由な方等で一定の要件を満たす場合は、マル優・特別マル優をご利用になれます。
募集期間中はご購入のお申込みを取消すことができます。

「ダイワで10月の個人向け国債キャンペーン」実施中！詳しくは裏面をご覧ください。

商 号 等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会

募集期間：2025年10月6日（月）～2025年10月31日（金）
個人向け国債
ダイワで10月の

年  　　　　 ％1.01年  　　　　 ％1.22年  　　　　 ％1.08
（税引後※２ 年0.804％）（税引後※２ 年0.972％）（税引後※２ 年0.860％）

初回利率



口座開設、お問合わせ、資料請求は、大和証券 本・支店・営業所または…

大和証券コンタクトセンター

●大和証券に口座をお持ちのお客さまは、お取扱店番号(3桁)・
　口座番号(6桁)・暗証番号をあらかじめご準備ください。

大和証券ホームページ

商 号 等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
　　　　　一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
　　　　　一般社団法人日本STO協会

ご留意事項
●期間中であっても予告無く本キャンペーンを変更・終了または延長する場合がございます。●プレゼントは、お客さまの当社お取引口座へ2025年12月12
日（金）に入金予定です。●プレゼントにかかる税金について、確定申告が必要な場合がありますので、最寄の税務署へご相談ください。●大和証券グループ
の役職員は対象外です。●個人向け国債の発注時間は原則、平日8:30～17:00となります。

（※1）対象金額とは、個人向け国債のうち、10年債、5年債のご購入金額から、2025年10月1日（水）～2025年11月13日（木）の期間(約定日ベース)に売却され
た個人向け国債の額面金額を差し引いた金額をいいます。

ダイワで10月の個人向け国債キャンペーンダイワで10月の個人向け国債キャンペーン
2025年10月6日（月）～2025年10月31日（金）キャンペーン期間

（※）3年債はキャンペーン対象外となります。

2025年10月募集の個人向け国債のうち、10年債、5年債を
1,000万円以上お買付けいただいたお客さまに、対象金額※1に応じて
現金をプレゼント！

対象金額※1
プレゼント金額

11,000円

1,100円追加

110,000円

16,000円

1,600円追加

160,000円

10年債 5年債

1,000万円

以降100万円増額ごとに

（例）1億円


